
掲
載
議
案

候
補
１

令
和
８
年
度
の
船
橋
市
の
主
な
事
業

【
第
１
号
】
令
和
８
年
度
一
般
会
計
予
算

【
主
な
事
業
内
容
】

発
達
特
性
等
の
早
期
発
見
・
早
期
支
援
に
つ
な
げ
る
と
と
も
に
、
生
活
習
慣
、

そ
の
他
育
児
に
関
す
る
指
導
を
行
い
、
幼
児
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
を
図
る
た

め
、
５
歳
児
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す
。

マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
の
整
備
拡
大

文
化
芸
術
活
動
支
援
補
助
事
業

５
歳
児
健
康
診
査

（
予
算
額
：
〇
〇
〇
円
）

新
た
に
農
業
を
開
始
す
る
方
に
対
し
、
就
農
直
後
の
経
営
確
立
の
た
め
の
資

金
補
助
を
増
額
す
る
こ
と
で
、
農
業
人
材
の
定
着
を
図
り
ま
す
。

（
予
算
額
：
〇
〇
〇
円
）

用
語
解
説

な
ど

「
児
童
相
談
所
」
の
開
設

（
予
算
額
：
〇
〇
〇
円
）

船
橋
市
の
全
て
の
子
供
の
安
全
で
安
心
な
生
活
を
守
り
、
健
や
か
な
成
長
と
発

達
を
切
れ
目
な
く
支
援
す
る
拠
点
と
し
て
、
令
和
８
年
７
月
に
児
童
相
談
所
を
開

設
し
ま
す
。

空
家
等
適
正
管
理
促
進
事
業

市
民
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
所
有
者
の
死
亡
後
相
続
人
が
い
な
い
、

ま
た
は
所
有
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
等
の
管
理
す
る
権
限
を
有
す
る
者
が
明

ら
か
で
な
い
空
家
等
に
つ
い
て
、
民
法
に
基
づ
く
財
産
管
理
制
度
を
よ
り
一
層

活
用
し
、
解
消
を
図
り
ま
す
。

新
規
就
農
者
育
成
総
合
対
策
事
業

議案番号 予算額

第1号

国民健康保険事業

公共用地

先行取得事業
船橋駅南口市街地

再開発事業

介護保険事業

母子父子寡婦

福祉資金貸付事業

後期高齢者

医療事業

地方卸売市場事業

病院事業

下水道事業

特別会計・企業会計

合計

各会計別予算

区分

特

別

会

計

一般会計

企

業

会

計

　　計

　　計

災
害
発
生
時
の
避
難
所
に
お
け
る
ト
イ
レ
不
足
の
解
消
と
と
も
に
、
避
難
者
の
衛

生
対
策
や
健
康
保
持
の
た
め
、
小
学
校
に
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
を
整
備
し
ま
す
。

●
対
象
小
学
校

葛
飾
小
学
校

高
根
台
第
二
小
学
校

薬
円
台
南
小
学
校

三
咲
小
学
校

※

各
小
学
校
５
基
ず
つ
整
備
予
定
。

市
民
が
主
体
的
に
文
化
芸
術
に
親
し
み
、
活
動
す
る
環
境
が
よ
り

充
実
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
本
市
の
文
化
芸
術
の
振
興
及
び

発
展
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
団
体
又
は
個
人
の
自
主
的
な
文
化

芸
術
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

（
予
算
額
：
〇
〇
〇
円
）

（
予
算
額
：
〇
〇
〇
円
）

（
予
算
額
：
〇
〇
〇
円
）
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掲
載
議
案

候
補
２

商
店
街
活
性
化
支
援
事
業
補
助
金
等

【
第
11
号
】
令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
主
な
事
業
内
容
】

自
転
車
走
行
空
間
を
整
備

国
の
補
正
予
算
に
伴
う
国
庫
補
助
金
を
活
用
し
、
市
道
00―

０
０
９
号

線
及
び
市
道
00―

０
１
０
号
線
に
自
転
車
走
行
空
間
を
整
備
し
ま
す
。

公
示
通
達
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
表

【
第
19
号
】
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

掲
載
議
案

候
補
３

改正後 改正前

インターネッ
トへの公表

掲示場への
書面の掲示

①掲示場への
書面の掲示
または
②事務所に設
置したパソコ
ンによる閲覧

【改正内容】

【施行期日】

公布の日又は地方税法等の一部を
改正する法律(令和5年法律第1号)
附則第1 条第12号に掲げる規定の
施行の日のいずれか遅い日 (施行
期日を定める政令は、未公布)。

【
第
23
号
】
国
民
健
康
保
険
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

被
保
険
者
以
外
の
住
民
に
負
担
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
等
の
理
由
に
よ
り
、
国

お
よ
び
県
よ
り
計
画
的
な
解
消
・
削
減
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本
市

で
は
、
平
成
30
年
度
か
ら
原
則
と
し
て
２
年
ご
と
に
保
険
料
の
見
直
し
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。

【
改
正
内
容
】

●
引
き
上
げ
率

所
得
割

０
．
８
２
％

均
等
割

８
千
６
０
０
円
引
き
上
げ

(
一
人
当
た
り
調
定
額
ベ
ー
ス
引
き
上
げ
額
９
千
５
０
０
円)

●
施
行
日

令
和
８
年
４
月
１
日

掲
載
議
案

候
補
４

国
民
健
康
保
険
料
率
の
改
定

物
価
高
騰
対
策
と
し
て
、
市
内
商
店
会
等
が
実
施
す
る
プ
レ
ミ
ア
ム
付

き
商
品
券
・
ク
ー
ポ
ン
券
発
行
事
業
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
裁
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
事
業
な
ど
の
消
費
活
性
化
対
策
を
補
助
し
ま
す
。

用
語
解
説

な
ど

商
店
街
活
性
化
支
援
事
業
補
助
金

＋

イ
ラ
ス
ト

（
補
正
額
：
〇
〇
〇
円
）

（
補
正
額
：
〇
〇
〇
円
）



行
政
職
給
料
表
の
改
正
等

【
第
64
号
】
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

掲
載
議
案

候
補
５

掲
載
議
案

候
補
６

下
水
道
使
用
料
の
算
定
方
法
の
改
正

【
第
32
号
】
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【改正前】【改正後】

令
和
６
年
人
事
院
勧
告
に
お
い
て
、
給
与
制
度
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
実

施
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
市
の
職
員
の
職
務
・
職
責
を
整
理
し
、
給
料
表

の
見
直
し
を
実
施
し
ま
す
。

現
行
の
給
料
表
の
う
ち
８
級
の
職
員
を
新
９

級
に
位
置
付
け
、
行
政
委
員
会
の
事
務
局
長
、
次
長(

消
防
局)

、
児
童
相

談
所
長
を
新
８
級
と
し
ま
す
。

令和8年度から 令和7年度まで

9級 部長等 8級 部長等

8級
事務局長

児童相談所長等
7級

事務局長
課長等

7級 課長等

8級以上の職員については、評価による昇給を実施。
 (55歳以上についても同樣) 
なお、1～7級の昇給については、現行通りとする。

【施行日】

令和8年4月1日

基
本
使
用
料
及
び
従
量
使
用
料
の
単
価
の
改
定
を
行
い
ま
す
。
今
回
の
改

定
で
、
汚
水
処
理
費
の
全
額
回
収
を
目
指
す
に
あ
た
り
、
一
度
に
全
額
回
収

水
準
と
し
た
場
合
、
大
幅
な
値
上
げ
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
市
民
の

急
激
な
負
担
増
を
抑
制
す
る
た
め
、
段
階
的
に
改
定
を
行
う
も
の
で
す
。

今

回
の
改
定
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
一
般
的
な
家
庭
の
標
準
的
な
使
用
水
量
と

さ
れ
る
月

20

㎥
で
の
使
用
料
は
県
内
平
均
を
下
回
る
状
況
で
す
。

水量区分
新使用料 旧使用料

単価 差額 単価

基本料金 790 100 690

1～10㎥ 31 0 31

11～20㎥ 111 10 101

21～30㎥ 175 10 165

31～50㎥ 240 10 230

51～100㎥ 285 10 275

101～500㎥ 305 10 295

501～1,000㎥ 330 10 320

1,001～2,000㎥ 345 10 335

2,001㎥～ 390 10 380

【新旧使用料】

【施行日】

令和9年4月1日
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